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渡良瀬川沿岸の農業水利施設概要図

３）土地改良区などの対応

大間々頭首工
この地域の受益地域は水田２２％、畑７８％であり、畑地かんがい用水の占める
割合が大きく、鹿の川沼、阿左美沼などの調整池を有することから、取水制限が４
０％に強化された時点から、夜間に調整池貯留することにより、水田用水と畑地か
んがい用水の使い分けを行いました。
さらに、６０％に強化されてからは、かんがいの灌水時間を１日２時間（通常で
は２４時間灌水）に制限しました。

太田頭首工
３０％の取水制限においては、地域を２分割して２日間づつの番水を行っていま
したが、８月２０日から地域を３分割して１日半給水を行う番水に移行しました。
しかし、２１日より取水制限が４０％に、２２日には６０％に強化されたことによ
り末端地域の約１，０００ｈａに給水不能地域が生じました。
このため、番水が一巡する２５日午前０時より、３分割した地域に２日間づつ給
水する番水体制に変更するとともに、番水体制を末端地域まで徹底強化することと
しました。

邑楽頭首工
この地域は渡良瀬川流域の最下流地域であり、排水が集まってくることから、排
水門を全閉して４分割した番水により夜間に幹線水路に水を貯めて昼間にポンプで
揚水することにより、水の有効利用を図りました。


